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○
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
航
空
法
第
六
章
及
び
第
十
一
章
の
規
定
の
適
用
の
特
例
）

（
航
空
法
第
六
章
及
び
第
十
一
章
の
規
定
の
適
用
の
特
例
）

第
百
四
十
九
条

自
衛
隊
の
使
用
す
る
航
空
機
（
以
下
「
自
衛
隊
航
空
機
」
と

第
百
四
十
九
条

自
衛
隊
の
使
用
す
る
航
空
機
（
以
下
「
自
衛
隊
航
空
機
」
と

い
う
。
）
及
び
こ
れ
に
乗
り
組
ん
で
運
航
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
の
航
空

い
う
。
）
及
び
そ
の
航
空
機
に
乗
り
組
ん
で
運
航
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て

法
第
六
章
及
び
第
十
一
章
（
法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
を
除

の
航
空
法
第
六
章
及
び
第
十
一
章
（
法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適

外
さ
れ
る
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄

用
を
除
外
さ
れ
る
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表

に
掲
げ
る
航
空
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

の
上
欄
に
掲
げ
る
航
空
法
の
規
定
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

該
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
三
条

国
土
交
通
省
令
で
定
め

防
衛
大
臣
が
国
土
交
通
大

規

定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

る
量

臣
と
協
議
し
て
定
め
る
自

第
六
十
三
条

国
土
交
通
省
令
で
定
め

防
衛
大
臣
が
国
土
交
通
大

衛
隊
の
航
空
機
に
つ
い
て

る
量

臣
と
協
議
し
て
定
め
る
自

は
、
こ
れ
ら
の
者
が
協
議

衛
隊
の
航
空
機
に
つ
い
て

し
て
定
め
る
量

は
、
こ
れ
ら
の
者
が
協
議

第
六
十
四
条

国
土
交
通
省
令

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九

し
て
定
め
る
量

年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

第
六
十
四
条

国
土
交
通
省
令

自
衛
隊
法
第
七
十
八
条
第

第
七
十
八
条
第
一
項
、
第

一
項
、
第
八
十
一
条
第
二

八
十
一
条
第
二
項
、
第
八

項
、
第
八
十
二
条
、
第
八

十
二
条
、
第
八
十
二
条
の

十
二
条
の
二
若
し
く
は
第

二
若
し
く
は
第
八
十
四
条

八
十
四
条
の
規
定
に
よ
る

の
規
定
に
よ
る
自
衛
隊
の

自
衛
隊
の
行
動
又
は
訓
練

行
動
又
は
訓
練
の
た
め
や

の
た
め
や
む
を
得
な
い
必

む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る

要
が
あ
る
と
認
め
て
防
衛
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と
認
め
て
防
衛
大
臣
が
国

大
臣
が
国
土
交
通
大
臣
と

土
交
通
大
臣
と
協
議
し
て

協
議
し
て
定
め
る
場
合
の

定
め
る
場
合
を
除
き
、
国

ほ
か
、
国
土
交
通
省
令

土
交
通
省
令

第
七
十
六
条
第

国
土
交
通
省
令
で
定
め

当
該
事
故
が
自
衛
隊
の
使

第
七
十
六
条
第

次
に
掲
げ
る
事
故
が
発

次
に
掲
げ
る
事
故
が
発
生

一
項

る
と
こ
ろ
に
よ
り

用
す
る
航
空
機
に
つ
い
て

一
項

生
し
た
場
合
に
は
、
国

し
、
当
該
事
故
が
自
衛
隊

発
生
し
た
航
空
事
故
（
自

土
交
通
省
令
で
定
め
る

の
使
用
す
る
航
空
機
と
自

衛
隊
の
使
用
す
る
航
空
機

と
こ
ろ
に
よ
り

衛
隊
の
使
用
す
る
航
空
機

と
自
衛
隊
以
外
の
者
が
使

等
（
自
衛
隊
法
第
百
七
条

用
す
る
航
空
機
と
の
間
に

第
一
項
に
規
定
す
る
自
衛

発
生
し
た
も
の
を
除
く
。

隊
の
使
用
す
る
航
空
機
等

）
で
あ
る
場
合
を
除
き
、

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

以
外
の
航
空
機
と
の
間
に

と
こ
ろ
に
よ
り

発
生
し
た
事
故
で
あ
る
場

た
だ
し
、
機
長
が
報
告

た
だ
し
、
機
長
の
報
告
に

合
に
は
、
国
土
交
通
省
令

す
る
こ
と
が
で
き
な
い

代
え
て
、
防
衛
大
臣
が
そ

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

と
き
は
、
当
該
航
空
機

の
旨
の
通
報
を
行
う
こ
と

た
だ
し
、
機
長
が
報
告

た
だ
し
、
機
長
の
報
告
に

の
使
用
者
が
報
告
し
な

を
妨
げ
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
な
い

代
え
て
、
防
衛
大
臣
が
そ

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
当
該
航
空
機

の
旨
の
通
報
を
行
う
こ
と

第
七
十
六
条
の

国
土
交
通
省
令
で
定
め

当
該
国
土
交
通
省
令
で
定

の
使
用
者
が
報
告
し
な

を
妨
げ
な
い
。

二

る
と
こ
ろ
に
よ
り

め
る
事
態
が
自
衛
隊
の
使

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

用
す
る
航
空
機
に
つ
い
て

第
七
十
六
条
の

国
土
交
通
省
令
で
定
め

当
該
国
土
交
通
省
令
で
定

発
生
し
た
事
態
（
自
衛
隊

二

る
と
こ
ろ
に
よ
り

め
る
事
態
が
自
衛
隊
の
使

の
使
用
す
る
航
空
機
と
自

用
す
る
航
空
機
と
自
衛
隊

衛
隊
以
外
の
者
が
使
用
す

の
使
用
す
る
航
空
機
等
以

る
航
空
機
と
の
間
に
発
生

外
の
航
空
機
と
の
間
に
発

し
た
も
の
を
除
く
。
）
で



- 3 -

生
し
た
事
態
で
あ
る
場
合

あ
る
場
合
を
除
き
、
国
土

に
は
、
国
土
交
通
省
令
で

交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

ろ
に
よ
り

第
七
十
九
条
た

国
土
交
通
大
臣
の
許
可

離
陸
し
、
又
は
着
陸
し
よ

第
七
十
九
条
た

国
土
交
通
大
臣
の
許
可

離
陸
し
、
又
は
着
陸
し
よ

だ
し
書

を
受
け
た
場
合

う
と
す
る
場
所
が
地
上
若

だ
し
書

を
受
け
た
場
合
は
、

う
と
す
る
場
所
が
地
上
若

し
く
は
水
上
の
人
若
し
く

し
く
は
水
上
の
人
若
し
く

は
物
件
又
は
他
の
航
空
機

は
物
件
又
は
他
の
航
空
機

に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
な
い
と
防
衛
大
臣
が
認

が
な
い
と
防
衛
大
臣
が
認

め
た
と
き

め
た
と
き
は
、

第
八
十
四
条
第

国
土
交
通
省
令
で
定
め

防
衛
大
臣
が
定
め
る

第
八
十
四
条
第

国
土
交
通
省
令
で
定
め

防
衛
大
臣
が
定
め
る

二
項

る

二
項

る

第
八
十
八
条
及

国
土
交
通
省
令
で
定
め

防
衛
大
臣
が
国
土
交
通
大

第
八
十
八
条
及

国
土
交
通
省
令
で
定
め

防
衛
大
臣
が
国
土
交
通
大

び
第
百
三
十
二

る

臣
と
協
議
し
て
定
め
る

び
第
百
三
十
二

る

臣
と
協
議
し
て
定
め
る

条
の
八
十
六
第

条
の
八
十
六
第

一
項
第
二
号

一
項
第
二
号

第
百
三
十
二
条

当
該
事
故

当
該
事
故
が
自
衛
隊
の
使

第
百
三
十
二
条

当
該
事
故

当
該
事
故
が
自
衛
隊
の
使

の
九
十
第
二
項

用
す
る
無
人
航
空
機
と
自

の
九
十
第
二
項

用
す
る
無
人
航
空
機
に
つ

衛
隊
の
使
用
す
る
航
空
機

い
て
発
生
し
た
事
故
（
自

等
以
外
の
航
空
機
又
は
無

衛
隊
の
使
用
す
る
無
人
航

人
航
空
機
と
の
間
に
発
生

空
機
と
自
衛
隊
以
外
の
者

し
た
事
故
で
あ
る
場
合
に

が
使
用
す
る
航
空
機
又
は

は
、
当
該
事
故

無
人
航
空
機
と
の
間
に
発

第
百
三
十
二
条

国
土
交
通
省
令
で
定
め

当
該
国
土
交
通
省
令
で
定

生
し
た
も
の
を
除
く
。
）

の
九
十
一

る
と
こ
ろ
に
よ
り

め
る
事
態
が
自
衛
隊
の
使

で
あ
る
場
合
を
除
き
、
当

用
す
る
無
人
航
空
機
と
自

該
事
故
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衛
隊
の
使
用
す
る
航
空
機

第
百
三
十
二
条

国
土
交
通
省
令
で
定
め

当
該
国
土
交
通
省
令
で
定

等
以
外
の
航
空
機
又
は
無

の
九
十
一

る
と
こ
ろ
に
よ
り

め
る
事
態
が
自
衛
隊
の
使

人
航
空
機
と
の
間
に
発
生

用
す
る
無
人
航
空
機
に
つ

し
た
事
態
で
あ
る
場
合
に

い
て
発
生
し
た
事
態
（
自

は
、
国
土
交
通
省
令
で
定

衛
隊
の
使
用
す
る
無
人
航

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

空
機
と
自
衛
隊
以
外
の
者

２

装
備
移
転
航
空
機
（
法
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
装
備
移
転
航
空
機

が
使
用
す
る
航
空
機
又
は

を
い
う
。
）
及
び
こ
れ
に
乗
り
組
ん
で
運
航
に
従
事
す
る
者
に
つ
い
て
の
航

無
人
航
空
機
と
の
間
に
発

空
法
第
六
章
及
び
第
十
一
章
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
を
除
外
さ
れ
る
規

生
し
た
も
の
を
除
く
。
）

定
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同

で
あ
る
場
合
を
除
き
、
国

法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

土
交
通
省
令
で
定
め
る
と

げ
る
字
句
と
す
る
。

こ
ろ
に
よ
り

第
六
十
三
条

国
土
交
通
省
令
で
定
め

防
衛
大
臣
が
国
土
交
通
大

る
量

臣
と
協
議
し
て
定
め
る
装

備
移
転
航
空
機
（
自
衛
隊

法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

第
百
六
十
五
号
）
第
百
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
装

備
移
転
航
空
機
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
航

空
機
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
者
が
協
議
し
て
定
め

る
量

第
七
十
六
条
第

次
に
掲
げ
る
事
故
が
発

次
に
掲
げ
る
事
故
が
発
生

一
項

生
し
た
場
合
に
は
、
国

し
、
当
該
事
故
が
、
装
備

土
交
通
省
令
で
定
め
る

移
転
航
空
機
で
あ
る
航
空
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と
こ
ろ
に
よ
り
国
土
交

機
と
自
衛
隊
の
使
用
す
る

通
大
臣
に

航
空
機
等
（
自
衛
隊
法
第

百
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
自
衛
隊
の
使
用
す
る
航

空
機
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
以
外
の
航
空
機
と

の
間
に
発
生
し
た
事
故
で

あ
る
場
合
に
は
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
国
土
交
通
大
臣
に
、

当
該
事
故
以
外
の
装
備
移

転
航
空
機
で
あ
る
航
空
機

に
つ
い
て
発
生
し
た
事
故

で
あ
る
場
合
に
は
防
衛
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
防
衛
大
臣
に
、
そ
れ
ぞ

れ

第
七
十
六
条
の

国
土
交
通
省
令
で
定
め

当
該
国
土
交
通
省
令
で
定

二

る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
土

め
る
事
態
が
、
装
備
移
転

交
通
大
臣
に

航
空
機
で
あ
る
航
空
機
と

自
衛
隊
の
使
用
す
る
航
空

機
等
以
外
の
航
空
機
と
の

間
に
発
生
し
た
事
態
で
あ

る
場
合
に
は
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
国
土
交
通
大
臣
に
、
当
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該
事
態
以
外
の
装
備
移
転

航
空
機
で
あ
る
航
空
機
に

つ
い
て
発
生
し
た
事
態
で

あ
る
場
合
に
は
防
衛
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

防
衛
大
臣
に
、
そ
れ
ぞ
れ

第
七
十
九
条
た

国
土
交
通
大
臣
の
許
可

離
陸
し
、
又
は
着
陸
し
よ

だ
し
書

を
受
け
た
場
合

う
と
す
る
場
所
が
地
上
若

し
く
は
水
上
の
人
若
し
く

は
物
件
又
は
他
の
航
空
機

に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
な
い
も
の
と
し
て
、
防

衛
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
防
衛
大
臣
の
許

可
を
受
け
た
場
合

第
八
十
四
条
第

国
土
交
通
省
令
で
定
め

防
衛
大
臣
が
定
め
る

二
項

る

第
八
十
八
条
及

国
土
交
通
省
令
で
定
め

防
衛
大
臣
が
国
土
交
通
大

び
第
百
三
十
二

る

臣
と
協
議
し
て
定
め
る

条
の
八
十
六
第

一
項
第
二
号

第
百
三
十
二
条

当
該
事
故
が
発
生
し
た

当
該
事
故
が
、
装
備
移
転

の
九
十
第
二
項

日
時
及
び
場
所
そ
の
他

航
空
機
で
あ
る
無
人
航
空

国
土
交
通
省
令
で
定
め

機
と
自
衛
隊
の
使
用
す
る

る
事
項
を
国
土
交
通
大

航
空
機
等
以
外
の
航
空
機

臣
に

又
は
無
人
航
空
機
と
の
間
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に
発
生
し
た
事
故
で
あ
る

場
合
に
は
当
該
事
故
が
発

生
し
た
日
時
及
び
場
所
そ

の
他
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
事
項
を
国
土
交
通
大

臣
に
、
当
該
事
故
以
外
の

装
備
移
転
航
空
機
で
あ
る

無
人
航
空
機
に
つ
い
て
発

生
し
た
事
故
で
あ
る
場
合

に
は
当
該
事
故
が
発
生
し

た
日
時
及
び
場
所
そ
の
他

防
衛
省
令
で
定
め
る
事
項

を
防
衛
大
臣
に
、
そ
れ
ぞ

れ

第
百
三
十
二
条

国
土
交
通
省
令
で
定
め

当
該
国
土
交
通
省
令
で
定

の
九
十
一

る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
土

め
る
事
態
が
、
装
備
移
転

交
通
大
臣
に

航
空
機
で
あ
る
無
人
航
空

機
と
自
衛
隊
の
使
用
す
る

航
空
機
等
以
外
の
航
空
機

又
は
無
人
航
空
機
と
の
間

に
発
生
し
た
事
態
で
あ
る

場
合
に
は
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

国
土
交
通
大
臣
に
、
当
該

事
態
以
外
の
装
備
移
転
航

空
機
で
あ
る
無
人
航
空
機
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に
つ
い
て
発
生
し
た
事
態

で
あ
る
場
合
に
は
防
衛
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
防
衛
大
臣
に
、
そ
れ
ぞ

れ
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○

航
空
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
二
十
一
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
十
五
条
関
係
）

別
表
（
第
十
五
条
関
係
）

（
表
略
）

（
表
略
）

備
考

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
自
衛
隊
等
の
航
空
機
」
と
は
、
自
衛
隊
の
使

備
考

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
自
衛
隊
等
の
航
空
機
」
と
は
、
自
衛
隊
の
使

用
す
る
航
空
機
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

用
す
る
航
空
機
及
び
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力

第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
装
備
移
転
航
空
機
及
び
日
本
国
と
ア
メ

及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国

リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ

に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
及
び
日
本
国
に
お
け
る

く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関

国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
航
空
法
の
特

す
る
協
定
及
び
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る

例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
二
号
）
第
二
項

協
定
の
実
施
に
伴
う
航
空
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年

に
規
定
す
る
航
空
機
を
い
う
。

法
律
第
二
百
三
十
二
号
）
第
二
項
に
規
定
す
る
航
空
機
を
い
う
。


